
役員及び評議員の報酬及び費用に関する規程（報酬規程） 

 

（目的） 

第 1条 この規程は，公益財団法人佐々木茶樹育英会（以下「本財団」という。）定款第 15条及び第 29

条に基づき，理事，監事及び評議員の報酬及び費用に関し必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（定義） 

第 2条 この規程において，次の各号に掲げる用語の定義は，当該各号に定めるところによる。 

（1）報酬とは，職務執行の対価として受ける財産上の利益の一切をいう。費用とは明確に区分される

ものとする。 

（2）費用とは，職務執行に伴い発生する交通費，宿泊費，手数料等の経費をいう。報酬とは明確に区

分されるものとする。 

 

（報酬の支給） 

第 3条 本財団は，理事，監事及び評議員の職務執行の対価として報酬を支給することができる。 

2 本財団は，理事に対し奨学金給付等対象者の選考を委嘱した場合，その職務執行の対価を支給するこ

とができる。 

3 本財団は，理事，監事及び評議員に対し，その職務を行うために要する費用を支払うことができる。 

4 本財団は，理事，監事及び評議員に対し，その地位にあることに対して報酬等を支給しない。 

 

（報酬の額） 

第 4条 理事，監事及び評議員に対する報酬は，理事会及び評議員会への出席並びに監事監査の実施 1回

につき税込 35,000円とし，月末締め翌月払いとして，源泉徴収の上，銀行振込により支払う。 

2 前項に定めるもののほか，理事，監事又は評議員が，法人の事業運営上必要と認められる会合に出席

し，その対価として報酬を支払う場合，その額は出席 1回につき税込 35,000円とし，月末締め翌月払

いとして，源泉徴収の上，銀行振込により支払う。当該報酬を支払う場合，事前に理事会の承認を受け

なければならない。事前承認を受けていない場合には，直近の理事会において報告の上，事後承認を得

なければならない。 

3 前 2項の会合への出席及び監事監査の実施に伴い生じた交通費は，別に定める交通費支給規程に従い

支給することができる。ただし，東京都内居住者については交通費を支給しない。 

4 理事に対し奨学金給付等対象者の選考を委嘱した場合，その職務執行の対価の額及び支給方法等は，

別で定める選考委員の謝礼及び費用に関する規程（謝金規程）に従う。 

5 理事，監事又は評議員に対し費用を支払う場合，事前に理事会の承認を受けなければならない。事前

承認を受けていない場合には，直近の理事会において報告の上，事後承認を得なければならない。ただ

し，本条第 3項に定める交通費についてはこの限りでない。 

6 第 1項及び第 2項に定める報酬額が本財団と同種の法人における理事，監事及び評議員に対する報酬

額の相場から著しく乖離している等の特段の事情が存する場合には，理事，監事及び評議員に対する報

酬額を評議員会の決議により変更することができる。 



 

（改正） 

第 5条 本規程の改正は，評議員会の決議を経て行う。 

 

（実施細則） 

第 6条 本規程の実施に必要な細則は，理事会が別に定める。 

 

附則 

1 本規程は，2016年 4月 1日から施行する。 

2 本規程は，2017年 11月 21日から施行する。 

3 本規程は，2020年 4月 1日から施行する。 

4 本規程は，2020年 7月 28日から施行する。 

5 本規程は，2023年 6月 14日から施行する。 

6 本規程は，2026年 1月 6日から施行する。 

 


